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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

人手不足解消に効果があるロボットやIoT等の製品を導入する
ための経費を国が補助することにより、簡易で即効性がある中
小企業の省力化投資を促進し、売上拡大や生産性向上を図ると
ともに賃上げにつなげることを目的とした補助金です。  
1.補助対象となる事業 
 人手不足の中小企業などが、省力化製品を対象製品リスト
（カタログ）から選んで導入し、販売事業者と共同で「労働生
産性年平均成長率3％向上」を目指す事業計画に取り組むもの
が対象となります。  
※申請時に全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること、
補助金の重複に該当しないこと等の要件を満たす必要がありま
す。また、補助金の交付が決定された場合でも事業実績報告の
審査によって補助額が減額となる場合もあります。  
2.補助率と補助上限額 
 従業員数に応じて補助上限額が異なります。 
 なお、補助事業実施期間内に一定以上（給与支給総額6%・
事業場内最低賃金45円以上 ）の賃上げを達成した場合、補助
上限額が引き上げられます。  
 ①従業員数5名以下 
  200万円（賃上げ達成時の上限：300万円） 
 ②従業員数6～20名 
  500万円（賃上げ達成時の上限：750万円） 

『中小企業省力化投資補助金（カタログ型）』の概要  ③従業員数21名以上 
  1,000万円（賃上げ達成時の上限：1,500万円） 
 ※補助率は全ての場合で２分の１補助となります。 
3.申請から事業終了までの流れ 
 ①公募要領やカタログを参照し、製品販売事業者に連絡 
 ②GビズIDプライムを取得のうえ、販売事業者と事業計画を 
  策定し電子申請システムにより共同申請  
 ③事業実施期間内に省力化製品を導入し、実績報告 
 ④申請時の事業計画に基づき毎年度効果報告を提出  
 ※申請後３年間は効果報告が求められ、製品の継続利用確 
  認、賃上げ実績、付加価値向上実績の提出が必要です。 
  また、本事業で生じた利益は収益納付の必要があります。 
４.公募受付期間 
  令和８年９月末(予定)まで随時受付 
【参考：補助対象製品例】 

・清掃ロボット ・自動チェックイン機 

・配膳ロボット ・自動精算機 

・自動倉庫 ・タブレット型給油許可システム 

・検品・仕分システム ・オートラベラー 

・無人配送車（AGV・AMR） ・飲料補充ロボット 

・券売機 ・測量機  など 

・スチームコンベクションオーブン ・デジタル紙面色校正装置 

 

 村松商工会では、事業者の人材不足解消を図る取り組みの
一環として、㈱スプラム代表取締役の竹内幸次氏をお招きし
て、業務の効率化を図り、生産性を向上させることを目的と
したIT活用セミナーを開催します。 
 本セミナーでは、デジタル技術活用による業務効率化に向
け、近年注目が集まっている生成AIの活用方法やしくみにつ
いて学ぶことができます。また、「生成AIが小規模事業者に
どのように役立つか」を最新事例を交えて楽しくわかりやす
く解説いたします。 
 「規模が小さいお店には関係ない…」、「デジタル化には
興味があるけど、何から始めたら良いかわからない…」と
思っていませんか。デジタル化をより身近なものとして捉

え、積極的なITの活用により刻々と変化する経営環境へ適応
し、経営力強化に向け「次の一歩」を踏み出すきっかけづく
りとなる講演です。業種問わずどなたで
もご参加いただけますので、ぜひお申し
込みください。 

■日時：令和７年10月23日㈭ 
    15:00～17:00 

■会場：村松商工会 2階大会議室 
■講師：㈱スプラム代表取締役 
    中小企業診断士 竹内 幸次 氏 
■参加費：無料 
■申込：10月16日㈭までにお電話またはFAX等に 
    より商工会までお申込みください。 
    Tel.0250-58-2201 Fax.0250-58-8409 

主催：村松商工会 伴走型小規模事業者支援推進事業 
～生成ＡＩを活用して人材不足解消を目指す！～ 

 小規模事業者における 

     業務効率化のためのＩＴ活用セミナー          



 

 

Muramatsu Management Express   2025.9 

９月の行事予定 

8㈪ 女性部第２回役員会 村松商工会館 

9㈫ 青年部事業承継セミナー 村松商工会館 

10㈬ 公庫個別金融相談会 
新津税務協力団体協議会役員会 

村松商工会館 
新潟市秋葉区 

11㈭ 下越ブロック会長会議 新潟市中央区 

16㈫ 女性部視察研修 五泉市 
新潟市西蒲区 

17㈬ 創業塾① 五泉商工会議所 

19㈮ 県内青年部長等合同会議 新潟市中央区 

24㈬ 創業塾② 五泉商工会議所 

29㈪ よろず支援拠点経営個別相談会 村松商工会館 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

 無料経営個別相談会（９月開催分） 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財
団法人にいがた産業創造機構）の共催による経
営個別相談会を開催します。資材価格高騰対策
や売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、
創業など、様々な経営課題に関する相談に対応
します。（事前に予約が必要となります。） 

 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用ください。 
■相談日時：令和７年９月２９日（月） 
 13:30～16:00（１社45分） 
 ※9/22(月)までに村松商工会へ 
      お申し込みください。 
■対応者：辰喜 太輔 氏 
    （税理士・中小企業診断士） 
■会場：村松商工会館 相談室 

 

 運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変更等、日本
政策金融公庫の担当職員が相談をお受けします。事前予約が
必要となりますので、商工会の経営指導員までお問い合せく
ださい。 
■日時：令和７年９月１０日㈬ 13:30～16:00 
■会場：村松商工会館 相談室 
■内容：①事業資金の申込について 
    ②既存借入金の資金繰りについて 
    ③経営改善計画の作成について 
■応対者：日本政策金融公庫 担当職員 
■申込：9月５日㈮までに村松商工会へ 
お申し込みください。(TEL:58-2201 FAX:58-8409) 

日本政策金融公庫貸付利率（令和7年8月1日現在）  

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 
  運転資金：５年以内/2.80～4.30％ 
  設備資金：10年以内/2.80～4.30％ 
◆経営改善貸付（マル経融資）…貸付限度額 2,000万円 
   運転資金：７年以内/1.90％ 
 設備資金：10年以内/1.90％ 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

 
 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方
の加入促進を行っています。皆様の周りで商工会に
未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業され
た方がおられましたら、商工会への加入をお勧めく
ださるようお願いします。  

商工会員募集へのご協力のお願い 

  

商業部会では通算28回目となる「100円 
商店街」を10月11日㈯に開催します。今
回も10時から毎回大好評のスタンプラ
リー大抽選会を同時開催予定です。（スタ
ンプラリーの台紙を兼ねたチラシは10月4

日㈯の朝刊折込予定です。）つきましては、100円商品の他、
300円・500円・1,000円の均一価格商品の販売も可能とし、
出店者を募集いたしますのでこの機会にぜひご参加下さい!! 

村松商工会商業部会主催事業 

第２８回むらまつ１００円商店街開催 
●日時：令和7年１０月１１日㈯9:00～12:00 
   （※抽選会：10:00～12:00） 
●抽選会場：仲町商店街内 
●参加費：無料 
●申込方法：別途送付しております参加申込書 
       に必要事項を記入の上、商工会ま 
                   でお申込み下さい。  
●申込締切：令和７年９月１２日(金) 
・・その他ご不明な点は商工会までお問合せください。・・ 

資格確認書の送付に関するお知らせ 

現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以降、使用する
ことができなくなります。マイナ保険証を利用して医療機関
等を受診できますが、マイナ保険証をお持ちでない加入者が
医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 
 協会けんぽから新潟県内においては令和7年10月より順
次、以下の対象者の資格確認書を従業員様のご自宅に送付し
ます。 
◆対象者 
現在、健康保険証をお持ちの加入者（令和6年11月29日まで
に日本年金機構において新規に資格取得（扶養認定）の決定
をされた加入者）であって、令和7年4月30日時点でマイナ保
険証をお持ちでない方 
◆問い合わせ先 
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369 
【事業主様へのお願い】 
 従業員様の住所に送付した資格確認書が、あてどころ不明
等により当協会に返送された場合、返送された方の資格確認
書を事業所様に送付します。お手数をおかけしますが、従業
員様に配布いただきますようお願いします。 


